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広聴広報委員会記録 

令和４年５月 25 日 

（ 開会 午後１時 30 分 ） 

委員長 ：ただいまの出席委員は９名であります。 

全員の出席ですので、これより本日の委員会を開会します。 

録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。 

これより議事に入ります。 

議会モニターの選考についてを議題といたします。 

議会モニターについては、広聴広報委員会において選考することとしております。 

令和４年度の議会モニターについては、５月 13 日までの期間で応募を受付、６名の

方々から応募をいただきました。 

応募いただいた方々については、お手元に配付の資料を御覧ください。 

これについては個人情報が記載されていることから、取扱いには御注意をお願いいた

します。 

昨年度から引き続き議会モニターを希望されている方は３名、新規申込みの方が３名

であります。 

議会モニターの人数は 10 名以内としておりますので、まだ数名増やせる状況であり

ますが、現在、申し込まれている方々で終了とするか、もしくは委員から声かけをして

人数を増やしたほうがよいかなどを含め、選考について意見交換を行います。 

それでは、皆様方のほうから御意見を伺いたいと思います。 

那須委員。 

那須委員：皆様方も応募者一覧を見ているかと思います。 

気になるのが男性だけということ、それから 50 代の方がいますが、60 代の方、年代

的には上のほうという気がしておりました。 

そして地区、地域的にも一関地域と花泉地域の方々ですので、東と西という言葉では

ないのですが、東のほうからも必要ではないか、女性の方も必要ではないかということ

を感じました。 

その中で今、委員長から、声かけをしたらという話に対しては、私も大賛成でござい

まして、これを見た段階で、やはり女性の方、40 代、50 代、30 代でもいいのですけれ

ども、女性の方は欲しいかなという中で、声かけという話の中で、この人という心当た

りがございますので、言葉は悪いですけれども、声かけをして、一本釣りといいますか、

その方にお願いして入っていただくというような格好の選考の仕方についての意見をお

話しさせていただきました。 

委員長 ：今、那須委員のほうから、地域バランスとか年齢構成とか性別的な問題から、もうち

ょっと広げたほうがいいのではないかという御意見をいただきました。 

皆さんのほうから、それについて御意見ありますか。 
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菅原委員。 

菅原委員：私もこの名簿を見たときに年齢と性別の偏りが顕著だというように感じました。 

私が考えたのは、東のほうで、どんな人がいいかと思ったときに、やはり女性の方で

若い方、そういう人に誰か声がけができないかということを考えました。 

それで、各市民センターとかにお勤めの、新しく嘱託職員になられた方とか、例えば

前、市民センターにお勤めになっていた方が、３月で退職されてよその民間とかに行か

れたのですが、そうするとなかなか議会モニターにお願いしても出て来られるか分から

ないというのもあるかと思いましたので、各市民センターは地域にそれぞれちりばめら

れているかと思いますので、その市民センターの若い女性の職員、どなたかにお願いで

きないかと思ったところでした。 

委員長 ：休憩します。 

（ 休憩 13：34～13：49 ） 

委員長 ：再開します。 

猪股委員。 

猪股委員：議会モニターの選考については、応募締切りが５月 13 日ということで、締切りは終

わっているということですので、この時点で応募なさった方については、全員議会モニ

ターという形で委嘱すべきと考えております。 

ただ、年齢構成なり、男女比等をいろいろ考慮すると、10名というような議会モニタ

ーの定員に対しての６名ということですので、それらの視点を生かすべく、広聴広報委

員会として、定員にあと４名足りないのですけれども、そのような方々を５月中にとい

う期限を定めて打診をして、追加で議会モニターになっていただくというような形で進

めていただければと思っております。 

委員長 ：猪股委員のほうからそういった意見がありますが、皆さんそういった方向で進めると

いうことでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：それでは、意見交換を終わりたいと思います。 

議会モニターにつきましては、応募いただいた６名の方々を今年度の議会モニターと

して委嘱するということとして、さらには、猪股委員が言った方向で、委員会として追

加決定するということに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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委員長 ：異議ありませんので、さよう決定いたしました。 

なお、追加委員として選考いただくということについては、本人の承諾を得た上で、

５月 31 日までに各委員で心当たりのある方があれば声かけをしていただきたいと思い

ます。 

また、あまり多くなっても困りますので、その都度、事務局のほうに御連絡をしてい

ただきながら進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

なお、委嘱状交付式につきましては、委嘱状は議長からの交付ということになります

けれども、その際は、広聴広報委員の皆様にも同席いただきたいと思います。 

議長との日程調整もありますので、日時につきましては決まり次第お知らせしたいと

思います。 

それでは次に、その他に入ります。 

まずは（1）令和３年度議会モニターから頂戴した意見等の取扱いについて意見交換

を行います。 

令和３年度は議会モニター等の懇談会を開催することができなかったことから、これ

に代わり、書面で意見等を報告いただいたところであります。 

事前に正副委員長で作成した議会モニターに対する御礼文案と、議会モニターからの

意見をまとめた意見等聴取の結果報告、それから議会モニターからの意見に対する回答

案を、委員の皆様へ送付しております。 

このうち、議会モニターからの意見に対する回答案についてですが、素案を作ったわ

けですけれども、議会モニターからの質問が短いものもあり、そして意見の真意が分か

りにくいものがあるということ、それから議会運営に関わる事項について、広聴広報委

員会で回答してよいのか疑問があるというところもありますし、これらの理由から正副

委員長としては、現段階では、議会モニターからの意見に対する回答は行わず、御礼文

と結果報告のみをまず各議会モニターに送付して、併せて結果報告については、議会の

ホームページ等々で、公表していく方向で考えたらどうかと思っております。 

このことについて、意見交換を行いたいと思います。 

皆さんからの意見をお願いします。 

休憩します。 

（ 休憩 13：54～14：13 ） 

委員長 ：再開します。 

それでは、先ほど休憩中でありましたが、皆様方から意見をいただきまして、回答案

も合わせて議会モニターのほうに提出するという方向で、議会運営委員会との絡みもあ

りますが、その辺を調整しながら、そういった方向で進めたいというように思います。 

以上、そのような方向で進めてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、そういった方向で進めたいと思います。 
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それでは、意見交換を終わります。 

那須委員。 

那須委員：参考資料にありました宮古市議会、久慈市議会が議会モニターの議会の回答がホーム

ページで公開されていませんということは事務局に確認してもらったのですけれども、

していませんということで確認したのか、していないということの中で、どうしてでし

ょうかというのは聞かなかったのでしょうか。 

もし聞いているのであれば、どうしてかというところを教えていただけますか。 

委員長 ：熊谷書記。 

熊谷書記：直接、連絡を取って聞いておりませんで、ホームページに載せているか、載せていな

いかということで、ホームページで確認した内容でございました。 

委員長 ：那須委員。 

那須委員：分かりました。 

聞いていたのかなと思って聞いただけです。 

委員長 ：それでは、先ほどの方向で進めるということで、異議ありませんでしたので、そのよ

うに進めさせていただきます。 

次に、他市議会広報の事例について、意見交換を行いたいと思います。 

暫時休憩します。 

（ 休憩 14：15～14：17 ） 

委員長 ：再開します。 

今後の議会報を編集する上での参考として他市の議会広報を配付しております。 

細川書記より説明させます。 

細川書記：それでは皆さんのほうに、議会報の参考として、岩手県奥州市の議会報、あとは久慈

市の議会報、それから兵庫県丹波市の議会報、大阪府八尾市の議会報の４種類示してお

ります。 

これらの自治体を選んだ理由としましては、奥州市議会につきましては、一関市と人

口等がほぼ同じということで、人口規模が同じということで選んでおりましたし、あと

はやはりある程度奥州市の議会だよりのほうも大分進んでいる、見やすい議会だよりに

なっているということで挙げております。 

久慈市と兵庫県丹波市につきましては、アカデミーの研修等でよい事例として挙げら

れていた議会報でしたので、皆さんにも御覧いただきたいと思って挙げております。 

大阪府八尾市ですが、こちらは人口が 26 万人ほどいらっしゃる大きい市なのですけ
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れども、中核市の議会報コンクールというものがありまして、こちらで優秀賞をとられ

ているところでしたので、こちらについても御覧いただきたいと思って挙げてございま

す。 

委員長 ：それでは、これより、意見交換を行います。 

暫時休憩します。 

（ 休憩 14：19～14：45 ） 

委員長 ：再開します。 

     意見交換を終わります。 

いろいろとお話をいただきましたけれども、まずもってこのお手元に示したこの４つ

の資料があるわけですけれども、それぞれいいところがあると思います。 

それで、いいなと思う点について、皆さんの意見をいただきながら、その方向に進め

ていきたいというように思いますし、あとは全部カラーにするとどれぐらいの予算がか

かるのかといった問題もあるでしょうから、その辺は事務局のほうで聞いていただくと

いうことにしたいと思います。 

それでは、今後の議会報については今言った方向で、いろいろと今述べたいい部分に

ついて、皆さんに、よい点をいろいろとおっしゃっていただいて、それを取りまとめて

その方向に進めていきたいというように思いますし、それと、これを変えるのは、年度

まとめて、皆さんからこの１年間お話をいただいて、それに間に合うように次年度以降

について、新たな方法から変えていくというような方向にしたいというように進めたい

と思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決定しました。 

以上で、予定した案件の協議は終了いたします。 

以上で、本日の委員会を終了します。 

御苦労さまでした。 

（ 終了 午後２時 47 分 ） 


